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介護老人保健施設欅の里重要事項説明書 

（令和７年４月 1日現在） 

１．施設の概要 

（１）施設の名称等 

法 人 名 社団医療法人 祐和会 

施 設 名 介護老人保健施設 欅の里 

開設年月日 平成２年５月１日 

所 在 地 

連 絡 先 

〒028-0071 
岩手県久慈市小久慈町第１６地割１２番地１ 

電 話  ０１９４－５９－３１８１ 
ＦＡＸ  ０１９４－５９－３１８６ 

管理者氏名 施設長 伊 藤 利 治 

介護保険指定番号 介護老人保健施設（０３５０７８００１１号） 
 
（２）介護老人保健施設の目的と運営方針 

     介護老人保健施設は、医学的管理の下での看護・介護やリハビリテーション、その他必要な医療

と日常生活上のお世話などの介護保険施設サービスを提供することで、入所者の能力に応じた日常

生活を営むことができるようにし、1 日でも早く家庭での生活に戻ることができるように支援する

こと、また居宅での生活を１日でも長く継続することができるよう、短期入所療養介護や通所リハ

ビリテーションといったサービスを提供し、在宅ケアを支援することを目的とした施設です。 

   この目的に沿って、当施設では以下のような運営の方針を定めていますので、ご理解いただいた

上でご利用下さい。  

 ［介護老人保健施設欅の里運営方針］ 

     「介護保険法の趣旨に沿い、高齢者の自立支援と家庭復帰を目指し、地域や家庭諸団体との関係

を重視しながら運営を行う」 

（３）入所定員等 

    定 員   ９８名（短期入所を含む） 

    療養室      従来型個室    ２ 室 

                多床室(２人室）  ４ 室 

                      (４人室）  ２２室 

（４）施設の職員体制          

区   分 職員体制 業 務 内 容 

施設長（医師） 1名 施設運営の総括と利用者へ医学的対応 

事務長 1名 施設運営・管理、人事、予算に関する総括 

事務長代行 1名 施設運営・管理、人事、会計管理、予算等 

看護師・准看護師 9名以上 医師の指示に基づく医療行為と看護 

介護福祉士・介護士 24名以上 サービス計画に基づく介護 

作業療法士等 3名以上 リハビリテーションの計画と実施 

支援相談員 １名以上 相談・援助と関係機関との連携 

薬剤師 0.3名 調剤と薬剤管理 

管理栄養士 １名以上 栄養管理と給食管理 

調理師・調理員 必要以上 管理栄養士の指示に基づく調理・炊事 

介護支援専門員 １名以上 施設サービス計画の作成と管理 

事務職員 必要以上 庶務、会計管理、福利厚生、請求事務 

業務員 必要以上 設備等管理、送迎車の運転、防火管理 
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２．サービス内容 

施設サービス 
計画の作成 
 

担当の介護支援専門員が、利用者、利用者の後見人、身元引受人やご家族の
希望を踏まえ利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議により施設サービス
計画を作成します。計画の内容については、利用者及び利用者の後見人、身
元引受人、ご家族に説明し同意をいただきます。目標の達成状況等を評価し
ます。 

栄養管理･食事
 

心身の状態の維持・改善の基礎となる栄養管理サービスを提供します。食事
は原則として食堂でおとりいただきます。 
(食事時間)  朝食  ７：３０～ 
      昼食 １２：００～ 
      夕食  １８：００～ 

入浴 
週に２回ご利用頂きます。ただし、利用者の身体の状況により清拭となる場
合があります。浴室は一般浴槽と特別浴槽があります。 

医学的管理･看護 
利用者の状態に照らして適切な医療・看護を行います。 
(病状に応じては他の医療機関での治療となります) 

介護 
利用者の状況に応じて、日常生活全般に対して必要な身の回りの介助や支援
を行います。リハビリテーション、レクリエーション等の援助を行います。 

機能訓練 
利用者の状況に適したリハビリテーションを行います。原則として機能訓練
室で行いますが、施設内の全ての活動がリハビリテーション効果を期待した
ものです。レクリエーション等の指導を行います。 

相談･援助 
利用者及びご家族からのご相談に応じます。必要に応じて行政手続きの支援
や代行を行います。レクリエーション等の計画援助を行います。 

理容サービス 毎月１回理髪店の出張による理髪サービスをご利用していただけます。 

 

３．協力医療機関 

当施設では、下記の医療機関や歯科医療機関に協力をいただいております。        

・協力医療機関 

久慈恵愛病院  岩手県久慈市湊町１７－１００ 

北リアス病院    岩手県久慈市源道１２－１１１ 

・協力歯科医院 

岩本歯科医院    岩手県久慈市田屋町１－４８ 

     ◇緊急時の連絡先 

        緊急の場合には、利用者または身元引受人が指定する連絡先に連絡します。 

 

４．利用料金 
  （１）介護保険の自己負担 
         ※料金表は 1割負担の場合です。2割負担者は 2倍、3割負担者は 3倍となります。 

◎施設サービス費(１日あたり) 

 多床室 従来型個室 

機能 基本型 在宅強化型 基本型 在宅強化型 

要介護１ ７９３円 ８７１円 ７１７円 ７８８円 

要介護２ ８４３円 ９４７円 ７６３円 ８６３円 

要介護３ ９０８円 １，０１４円 ８２８円 ９２８円 

要介護４ ９６１円 １，０７２円    ８８３円 ９８５円 

要介護５  １，０１２円    １，１２５円 ９３２円 １,０４０円 
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◎加算 ※料金表は１割負担の場合です。2割負担者は 2倍、3割負担者は 3倍となります。 

 金 額 内   容 

夜勤職員配置 ２４円  夜間の職員体制を整備。1日につき加算。 

栄養マネジメント
強化 １１円 

低栄養のリスクが高い利用者に対して医師・管理栄養士・看護師
等が計画作成。リスクの低い利用者の変化を把握し問題がある場
合早期に対応。利用者の栄養状態等を厚生労働省に提出した場
合。1日につき加算。 

短期集中リハビリテーシ
ョン実施（Ⅰ) 

  
 ２５８円 

医師の指示に基づき、作業療法士等が集中的なリハビリテーショ
ンを実施。計画を月 1回評価し見直しを行い厚生労働省に情報提
出している場合。入所後 3ケ月を上限とし１回につき加算。 

短期集中リハビリテーシ
ョン実施（Ⅱ） 

２００円 
医師の指示に基づき、作業療法士等が集中的なリハビリテーショ
ンを実施。入所後 3ケ月を上限とし１回につき加算。 

再入所時栄養連携 ２００円  
医療機関入院後再入所時、疾病治療の為厚生労働大臣が定める特
別食が必要な状態であり医師の指示の食事が提供された場合。1
回を限度として加算。 

経口維持（Ⅰ） ４００円  
医師の指示に基づき摂食機能障害を有する利用者に対し経口維
持計画を作成し管理栄養士又は栄養士が栄養管理を行った場合。
１月につき加算。 

経口維持（Ⅱ） １００円 
経口維持（Ⅰ）に該当する利用者に対して、医師若しくは歯科医
師、歯科衛生士等が加わり支援した場合。1月につき加算。 

経口移行 ２８円  

医師の指示に基づき多職種で経管栄養から経口摂取を進める為
計画を作成。医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄
養管理及び、言語聴覚士又は看護師による支援が行われた場合。
計画作成日から 180日以内の期間、1日につき加算。 

口腔衛生管理(Ⅰ) ９０円 
歯科医師の指示により、歯科衛生士が計画を作成し月 2回以上、
口腔ケアを実施し介護職員への指導・相談に応じている場合。1
月につき加算。 

口腔衛生管理(Ⅱ) １１０円  
口腔衛生管理加算(Ⅰ)の要件に加え、計画内容等を厚生労働省に
提出し口腔衛生管理の適切な実施の為、必要な情報を活用してい
る場合。1月につき加算。 

サービス提供体制
強化(Ⅰ) ２２円  

資格保有者(介護福祉士)80％以上、若しくは勤続年数 10 年以上
の介護福祉士 35％以上の職員による専門的なサービスを提供し
サービスの向上に取り組んでいる場合。1日につき加算。 

サービス提供体制
強化(Ⅱ) １８円 

資格保有者（介護福祉士）60％以上による専門的なサービスを提
供している場合。1日につき加算。 

サービス提供体制
強化(Ⅲ) ６円 

資格保有者（介護福祉士）50％以上又は、常勤職員 75％以上、
勤続年数 7 年以上の者が 30％以上のいずれかの専門的なサービ
スを提供している場合。1日につき加算。 

療養食 ６円  医師の指示に基づき、療養食を提供した場合。1食につき加算。 

緊急時治療管理 ５１８円  
利用者の症状が重篤となり、緊急的な治療管理を行った場合。１
日につき加算。１月に 3日を限度。 

 
かかりつけ医 
連携薬剤調整(Ⅰ)
イ 

１４０円 

入所前後に居宅訪問し研修を受けた施設の医師等とかかりつけ
医が事前に合意し処方方針に従い減薬する取り組みを入所後 1
ケ月以内行い多職種で情報共有すると共に退所後の主治医に情
報提供を行った場合。退所時に１回を限度として加算。 

かかりつけ医 
連携薬剤調整(Ⅰ)
ロ 

７０円 
入所前後に居宅訪問し研修を受けた施設の医師等と多職種が情
報共有し入所中の総合評価・調整を行い療養上の指導し退所後の
主治医に情報提供した場合。退所時に１回を限度として加算。 

かかりつけ医 
連携薬剤調整(Ⅱ) ２４０円  

かかりつけ医連携薬剤調整(Ⅰ)を算定しており、服薬情報等を厚
生労働省に提出し、処方にあたり他の薬物療法の適切かつ有効な
情報を活用している場合。退所時に１回を限度として加算。 
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かかりつけ医 
連携薬剤調整(Ⅲ) １００円 

かかりつけ医連携薬剤調整(Ⅱ)を算定しており、6種類以上の薬
の処方を、施設の医師とかかりつけ医が共同で、評価調整し薬を
減少させた場合。退所時に 1回を限度として加算。 

所定疾患施設 
療養費(Ⅰ)        ２３９円 

肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不全の増悪のい
ずれかを発症し、施設内で医師が必要な治療を行った場合。月に
1回連続する 7日間を限度として 1日につき加算。 

所定疾患施設 
療養費(Ⅱ)     ４８０円 

肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不全の増悪のい
ずれかを発症した際、感染症対策の研修を受けた医師が治療を施
設内で行った場合。月に１回連続する 10 日間を限度に１日につ
き加算。 

初期(Ⅰ) ６０円  

急性期医療機関入院後 30 日以内に退院し受け入れした場合であ
って、地域医療ネットワーク等のシステムや医療機関の入退院支
援部門を通して施設が定期的に情報交換を行っている場合。入所
後 30日間に限り 1日につき加算。 

初期(Ⅱ) ３０円 入所後 30日間に限り 1日につき加算。 

排せつ支援(Ⅰ) １０円 

排泄介護を要する入所者の要介護状態軽減の見込みについて評
価し厚生労働省に結果を最低 3月に 1回提出し、排泄支援の情報
活用し支援計画を定期的に見直し取り組んでいる場合。1月につ
き加算。 

排せつ支援(Ⅱ) １５円  
排泄支援加算(Ⅰ)の要件をみたし、排尿・排便の一方が改善しい
ずれの悪化もない場合。また、オムツ使用なしとなった場合。又
は尿道カテーテル留置の方が抜去できた場合。1月につき加算。 

排せつ支援(Ⅲ) ２０円 

排泄加算(Ⅰ)の要件をみたし、排尿・排便の一方が改善し 
悪化がない場合。尿道カテーテル留置の方が抜去できた、尚かつ
オムツ使用ありからオムツ使用なしに改善されている場合。1月
につき加算。 

褥瘡ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(Ⅰ) ３円  
褥瘡発生リスクを評価し厚生労働省に提出し情報を活用。リスク
のある入所者に、多職種で褥瘡ケア計画を作成し定期的に計画の
見直しを実施している場合。1月につき加算。 

褥瘡ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(Ⅱ) １３円 
褥瘡マネジメント(Ⅰ)の要件を満たし、褥瘡発生者が治癒した場
合又は褥瘡発生リスクがある入所者に褥瘡の発生がない場合。1
月につき加算。 

外泊時費用 ３６２円  
外泊した場合、施設サービス費に代わり 1日につき加算。6日を
限度とし外泊初日と施設に戻った日は含まれない。 

外泊時費用 
(在宅ｻｰﾋﾞｽを利用
する場合) 

８００円  
居宅に外泊時、施設の在宅サービスを利用した場合。1月に 6日
を限度として 1日につき加算。 

若年性認知症入所
者受入 １２０円  

若年性認知症入所者に対し、担当を定めニーズに応じたサービス
提供をした場合。1日につき加算。 

認知症行動･心理
症状緊急対応 ２００円  

認知症の症状が悪化した利用者に対し、緊急入所を受け入れた場
合。入所した日から 7日を限度として加算。１日につき加算。 

入所前後訪問指導
（Ⅰ） ４５０円  

入所前 30 日又は入所後７日以内に居宅訪問し退所目的のサービ
ス計画策定・診療方針決定をした場合。入所中 1回を限度とし加
算。 

 
入所前後訪問指導
（Ⅱ） 

４８０円  

入所前 30 日又は入所後 7 日以内に居宅訪問し退所目的のサービ
ス計画策定と診療方針を決定し生活機能の改善目標を定め退所
後の生活に係る支援計画を策定した場合。入所中に 1回を限度と
し加算。 

試行的退所時指導 ４００円  
居宅へ施行的退所時に退所後の療養指導を行った場合。初回施行
的退所実施月から 3ケ月間に限り、月 1回を限度とし加算。 

退所時情報提供
(Ⅰ) ５００円  

居宅へ退所する利用者の退所後の主治医に対して診療状況心身
の状況、生活歴等を示す文書を添えて紹介した場合に加算。 
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退所時情報提供
(Ⅱ) ２５０円 

医療機関へ退所する利用者の退所後の医療機関に対して診療状
況心身の状況、生活歴等を示す文書を添えて紹介した場合に加
算。 

入退所前連携(Ⅰ) ６００円 

入所前後より退所へ向け、居宅介護支援事業者と連携して退所後
の居宅サービスの利用方針を定め、居宅介護支援事業者に必要な
情報提供を行い退所後の居宅サービス等の利用に関する調整を
行った場合に加算。 

入退所前連携(Ⅱ) ４００円  
退所し居宅サービス等を利用する場合、退所に先立ち居宅介護支
援事業者に必要な情報提供を行い退所後の居宅サービス等の利
用に関する調整を行った場合に加算。 

認知症専門ケア
（Ⅰ） ３円  

認知症入所者に対し専門的な認知症ケアを行った場合。1日につ
き加算。 

認知症専門ケア
（Ⅱ） ４円  

認知症入所者に対し施設全体で研修を実施し、より専門的な認知
症ケアを行った場合。1日につき加算。 

在宅復帰・在宅療
養支援機能(Ⅰ) ５１円  

施設として在宅復帰・在宅療養支援機能へ取り組みを行い、一定
基準をみたしている場合。1日につき加算。 

在宅復帰・在宅療
養支援機能(Ⅱ) ５１円 

施設として在宅復帰・在宅療養支援機能への取り組みを行い在宅
強化型の基準をみたしている場合。1日につき加算。 

訪問看護指示 ３００円 
退所時に施設の医師が訪問看護の必要があると認め、訪問看護指
示書を交付した場合。1人につき 1回加算。 

リハビリテーショ
ンマネジメント 
計画書情報(Ⅰ) 

５３円       

医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同でリハビリ
テーション計画を作成し入所者又は家族に説明し、情報を厚生労
働省に提出する事。更に口腔衛生管理加算(Ⅱ)及び栄養マネジメ
ント強化加算を算定している場合。月に 1回加算。 

リハビリテーショ
ンマネジメント 
計画書情報(Ⅱ) 

３３円 
医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同でリハビリ
テーション計画を作成し入所者又は家族に説明する事と情報を
厚生労働省に提出し情報を活用している場合。月に 1回加算。 

自立支援促進 ３００円 
医師が入所者ごとに医学的評価を行い他職種が共同で支援計画
策定と定期的見直しを行い、厚生労働省に評価結果等を提出し必
要な情報を活用している場合。月に 1回加算。 

科学的介護推進体
制（Ⅰ） ４０円 

入所者ごとの日常生活動作、栄養、口腔機能、認知症の状況等、
基本的な情報を厚生労働省に提出し、サービス計画の見直し等、
情報を活用している場合。月に 1回加算。 

科学的介護推進体
制（Ⅱ） ６０円 

入所者ごとの日常生活動作、栄養、口腔機能、認知症の状況等、
基本的な情報と、疾病や服薬情報を厚生労働省に提出し、サービ
ス計画の見直し等に情報を活用している場合。月に 1回加算。 

安全対策体制 ２０円 
研修を受けた担当者を配置し安全対策部門を組織的に体制整備
している場合。入所時に 1回を限度として加算。 

認知症短期集中リ
ハビリテーション
実施(Ⅰ) 

２４０円 

リハビリテーション担当の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
が配置され、当該入所者の退所後生活する居宅等を訪問し生活環
境を把握した上でリハビリテーション計画を作成し週に 3 日を
限度とし実施した場合入所 3ケ月以内に加算。 

認知症短期集中リ
ハビリテーション
実施(Ⅱ) 

１２０円 
リハビリテーション担当の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
が配置され、リハビリテーション計画を作成し週に 3日を限度と
し実施した場合入所 3ケ月以内に加算 

ターミナルケア加
算(31～45日前) ７２円 

医師が回復の見込みがないと診断し、入所者又は家族等の同意の
もとターミナルケア計画を作成し、多職種によるターミナルケア
が行われる事。死亡日、45～31日前の期間 1日につき加算。 

ターミナルケア加
算(4～30日前) １６０円 

医師が回復の見込みがないと診断し、入所者又は家族等の同意の
もとターミナルケア計画を作成し、多職種によるターミナルケア
が行われる事。死亡日、30～4日前の期間 1日につき加算。 

ターミナルケア加
算(2～3日前) ９１０円 

医師が回復の見込みがないと診断し、入所者又は家族等の同意を
得てターミナルケア計画を作成し、多職種が入所者又は家族の求
めに応じ随時家族への説明を行い、ターミナルケアが行われる
事。死亡日、前々日～前日の期間 1日につき加算。 
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ターミナル 
ケア加算(当日) １９００円 

医師が回復の見込みがないと診断し、入所者又は家族等の同意を
得てターミナルケア計画を作成し、多職種が入所者又は家族の求
めに応じ随時家族への説明を行い、ターミナルケアが行われる
事。死亡日、当日に加算。 

退所時栄養情報 
連携 ７０円 

厚生労働大臣が定めた特別食を必要とする入所者、又は低栄養状
態と医師が判断した者に管理栄養士が、退所先の医療機関に情報
提供した場合。1月に 1回を限度として加算。 

協力医療機関連携  ５０円 

協力医療機関と入所者の情報共有会議を定期的に行い、入所者等
の病状急変時等、医師又は看護職員が相談体制の確保と、診療を
行う体制確保、入院の受け入れ体制が確保され連携が図られてい
る場合。月に 1回加算。 

協力医療機関連携 ５円                        上記の要件を満たさないが協力医療機関と連携している場合。 

認知症チームケア 
推進(Ⅰ) １５０円 

認知症の行動・心理症状発現の未然防止と早期対応の為の取り組
みに対してケアプログラムを含んだ研修を修了者を配置しチー
ムケアを行い、計画・評価・見直しを定期的に行っている場合。
月に 1回加算。 

認知症チームケア 
推進(Ⅱ) １２０円 

認知症の行動・心理症状発現の未然防止と早期対応の為の取り組
みに対して認知症に関わる研修の修了者を配置しチームケアを
行い、評価・見直し・計画を定期的に行っている場合。月に 1回
加算。 

高齢者施設等感染 
対策向上(Ⅰ) １０円 

第二種協定指定医療機関と新興感染症発症対応を確保し、それ以
外の感染症の発生時協力医療機関等と連携し対応している事。医
療機関等の開催する研修会に参加し感染拡大を防止している場
合。月に 1回加算。 

高齢者施設等感染 
対策向上(Ⅱ) ５円 

感染対策向上加算の届け出を行った医療機関から 3年に 1回以上
実地指導を受けている場合。月に 1回加算。 

新興感染症等施設
療養 ２４０円 

厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、
入院調整等を行う医療機関を確保し、感染した入所者等に適切な
感染対策を行い介護サービスを提供した場合。月 1回、連続 5日
を限度として算定。 

生産性向上推進 
体制(Ⅰ) １００円 

利用者の安全並びに介護サービスの質確保及び職員の負担軽減
を検討する委員会を開催し、安全対策と生産性向上ガイドライン
に基づいた活動を継続的に行っている事。複数のテクノロジー導
入と業務改善データにより業務改善を実施し職員が適切に役割
分担し成果が確認され、そのデータ提出を行っている場合。月に
1回算定。 

生産性向上推進 
体制(Ⅱ) １０円 

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽
減を検討する委員会を開催し、安全対策と生産性向上ガイドライ
ンに基づいた活動を継続的に行っている事とテクノロジーを 1
つ以上導入し業務改善のデータ提出を行っている場合。月に 1回
算定。 

夜勤職員勤務条件
を満たさない場合
の減算 

所定単位

数の 97％

算定 

夜勤を行う職員の勤務条件を満たさない場合の減算。 

入所定員の超過ま
たは職員等の欠員
減算 

所定単位

数の 70％

算定 

入所者の数が入所定員を超える場合。または、医師、看護職員、
介護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士または、介護支
援専門員の員数が基準に満たない場合の減算。 

身体拘束廃止未実
施減算 

所定単位

数の 10％

減算 

身体拘束等を行い、その理由等の記録をしていない場合。委員会
の開催、職員の研修を定期的に実施していない場合の減算。 

安全管理体制未実
施減算 ５円減算 

運営基準における事故の発生又は、再発を防止する為の措置が講
じられていない場合。1日につき減算。 



7 

 

 
※介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)7.5%が所定単位数に加算されます。 
 
（２）その他の料金（１日あたり） 

 金額 内   容 

食費  １，４４５円 
※食費や居住費について負担限度額認定を受けている
場合は、認定証に記載されている額が上限となります。 
 
※食費及び居住費は国が定める負担限度額段階の利用     
負担額です。 
   別途資料をご覧ください。 

居住費  
従来型個室 
 多床室 

 
１，０００円 

４３７円 

日用品費 ２００円 

個人で使用するおしぼりやティッシュペーパー、歯ブラ
シ等の口腔清潔用品、バスタオルやタオル、シャンプー
等の入浴用品、日用生活用品及び余暇活動や娯楽にかか
る費用としてお支払いいただきます。 

理容代 ２，０００円 理容をご利用の場合にお支払いいただきます。 

洗濯代 実 費 
私物の洗濯を施設に依頼される場合にお支払いいただ
きます。 

家電持ち込み料 
テレビ 
その他 

 
２０円 
１０円 

個人で使用するテレビや電気毛布、ラジオ等の電化製品
をお持ち込みの場合に、お支払いいただきます。(髭剃
りは含まれません) 

その他 
 行事等により、別途費用がかかる場合がございます。詳

しくは随時お知らせします。 

（３）支払方法 

      ○毎月１０日(土日祝祭日の場合は前日)に、前月分の請求書を郵送いたしますので、その月の末

日までにお支払い下さい。 

      ○お支払い方法は、銀行振込(手数料は利用者負担)、もしくは当施設の事務窓口に直接ご入金い

ただけます。ただし、夜間や日曜、年末年始など、事務窓口が開いていない場合のご入金はでき

ませんのでご了承下さい。 

 

５. 身体の拘束等 

(１)  当施設は原則として利用者に対し身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐れがある等、緊

急やむを得ない場合には施設長が判断し、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行うこ

とがあります。尚、この場合には当施設の医師がその様態及び時間、利用者の心身の状況、緊急

やむを得なかった理由を診療録等に記載することとします。また、施設として身体拘束をなくし

ていく為の取り組みを積極的に行います。 

  (２)  当施設は、身体拘束等の適正化を図るため、以下に掲げる事項を実施します。 

   ① 身体拘束等の適正化を図るための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行う

事が出来るものとする。)を、３ケ月に 1回以上開催するとともにその結果について、介護職

員その他の従業者に周知徹底を図ります。 

②  身体拘束等の適正化のための指針を整備します。 

③ 介護職員その他の従業者に対して身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。

栄養ケアマネジメ
ントの未実施減算 

 １４円 

  減算 
栄養管理の基準を満たさない場合。1日につき減算。  

高齢者虐待防止措
置未実施減算 

所定単位

数の 1％

減算 

虐待防止の為の決められた措置が未実施の場合。 

業務継続計画未実
施減算 

所定単位

数の３％

減算 

感染症や災害発生した際も、必要な介護サービスを継続的に提供
できる体制構築をする為の業務継続計画、未策定の場合。 
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６. 虐待防止等 

 (１) 当施設は、利用者の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止する為に次に掲げるとおり必 

要な措置を講じます。 

① 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行う事が出来るもの

とする。)を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っていきます。 

      ②  虐待防止のための指針の整備をします。  

      ③ 職員に対して虐待を防止する為の定期的な研修を実施します。  

      ④  虐待防止に関する担当者を選任します。  

    

 ７. 褥瘡対策等 

     当施設は、利用者に対し良質なサービス提供をする取り組みとして褥瘡が発生しない様な適切な 

 介護に努めると共に褥瘡対策指針を定め発生防止の体制を整備します。 

        

８．施設利用にあたっての留意事項 

食事等 

栄養状態の管理をサービス内容としており食事管理が必要な為、食事の持ち込みはご遠
慮下さい。また、おやつや飲物等をお持ちいただいた際は職員にお知らせ下さい。なお、
事故防止のため飴類や餅類のお持ち込みは禁止とさせていただいております。 

面会 

面会時間  ９:００～２０:００ 

※ご面会はできる限りお願いします。 

※但し、感染症対策等により面会制限される場合はご協力下さい。 

外出・外泊 

外出・外泊はいつでもできます。お出かけの際には、行き先と帰宅予定時間を
お知らせ下さい。 
※外出･外泊中の受診については必ず施設にご相談下さい。 
※但し、感染症対策等により外出・外泊が制限される場合はご協力下さい。 

喫煙等 
施設内は全館禁煙となっております。また、施設内での火気の使用や自炊はご
遠慮下さい。 

設備･備品 
施設内の療養室や設備、器具等は本来の用法に従ってご利用下さい。所持品や
備品等の持ち込みは、別途料金がかかる場合がありますので、予め申し出て下
さい。 

金銭･貴重品管理        
金銭や貴重品の管理は、個人の責任の下でお願いします。事故防止のため多額
の現金の持ち込みはご遠慮下さい。 

その他 
・けんかや口論等、他人に迷惑となるような行動は禁止とさせていただきます。 

・施設内での営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動等はご遠慮下さい。 

 

９．非常災害対策 

   当施設は災害対策に関する担当者防火管理者を置き、非常災害対策に関する取り組みを行います。

消防計画、風水害、地震等の災害に対処する為の計画(BCP)を作成し、非常災害時の関係機関への通

報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知します。 

災害時の対応 当施設の災害対応計画に沿って対応いたします。 

防 災 設 備 
スプリンクラー 消火器 消火栓 自動火災報知設備 

非常用自家発電機 誘導灯 等 

防 災 訓 練 
避難訓練 消火訓練 等   年２回以上 

訓練実施に当たって地域住民の参加が得られる様に連携に努めます。 
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10.  業務継続計画の策定等 

(１)  感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護保険施設サービスの提供を継続的に 

実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画「業務継続計画」を策定し、

当該業務計画に従って必要な措置を講じます。 

(２)  職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施し 

ます。 

(３)  定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

11. 感染症対策 

(１)  当施設は、施設内で発症が予測される感染症に対し職員が同じ手順で対策が行われる様に感染

症対策マニュアルを作成しています。 

 (２)  利用者の使用する施設、食器その他の整備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努

めるとともに、衛生上必要な措置を講じます。 

   (３)  当施設において感染症及び食中毒の予防及び、まん延の防止のための指針を定め必要な措置

を講じ体制を整備します。 

① 感染症又は食中毒の予防及び、まん延防止の為の対策を検討する委員会(テレビ電話装置を 

活用して行うことができるものとする)を、おおむね３月に１回以上開催し職員に周知徹底し

ます。 

② 当施設における感染症又は、食中毒の予防及び、まん延の防止の為の指針を整備します。 

       ③ 職員に対し、感染症及び食中毒の予防及び、まん延防止の為の研修並びに訓練を定期的に

実施します。  

④  厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿っ

た対応を行います。 

 

12 ．要望及び苦情等の相談 

       当施設には、相談･援助の専門員として支援相談員が勤務していますのでお気軽に、ご相談下 

さい。 

要望や苦情等は、支援相談員にお寄せいただければ速やかに対応いたしますが、事務窓口に備え

付けられた｢ご意見箱｣をご利用いただき、管理者に直接お申し出いただくこともできます。 
 
欅の里苦情相談窓口 

電 話    ０１９４－５９－３１８１ 
F  A  X  ０１９４－５９－３１８６ 
担 当 者   支援相談員 岩井とし子 
対応時間   ９：３０～１７：００（平日のみ） 

 
 
久慈市役所  
介護支援課 

(元気の泉) 

所 在 地  岩手県久慈市旭町８－１００－１ 
電   話    ０１９４－６１－１１１２ 
F  A  X     ０１９４－６１－３１７８ 
対応時間    ８：３０～１７：１５（平日のみ） 

久慈広域連合 

所 在 地  岩手県久慈市中町１－６７ 
電   話     ０１９４－６１－３３５５ 
F  A  X     ０１９４－６１－３３２４ 
対応時間    ８：３０～１７：１５（平日のみ） 

 
岩手県国民健康保険
団体連合会(国保連) 

所 在 地  岩手県盛岡市大沢川原３丁目７－３ 
電   話     ０１９－６０４－６７００ 
F  A  X     ０１９－６０４－６７０１ 
対応時間    ９：００～１７：００（平日のみ） 

 
13．その他 
    当施設についての詳細は、パンフレットを用意してありますのでご請求下さい。 
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        ｢国が定める利用者負担限度額段階｣に該当する利用者等への負担額 (別途資料) 

 
○利用者負担は、所得などの状況から第１～第４段階に分けられ、国が定める第１～第３段階の利用者
には負担軽減策がもうけられています。 
 
○利用者が｢利用者負担｣のどの段階に該当するかは市町村が決定します。認定を受けるには、利用者ご
本人(または代理人)が、ご本人の住所地の市町村に申請し、市町村より｢介護保険負担限度額認定証｣を
受ける必要があります。この利用者負担段階については、当施設が判断･決定することはできません。
また｢認定証｣の提示がないと、｢第４段階｣の利用料をお支払いいただくことになります。 
 

第１段階 
生活保護を受けている方 
所属する世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金を受けている方 

第 2段階 
所属する世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入額と合計所得年金額が８０
万円以下の方 

第 3段階① 
所属する世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入額と合計所得年金額が８０
万円越え１２０万円以下の方 

第 3段階② 
所属する世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入額と合計所得年金額が１２
０万円超えの方 

第 4段階 上記以外の方 ※介護負担限度額認定証は交付されません 

☆詳細につきましては、市町村窓口でおたずね下さい。 

 

当施設の負担額一覧表（１日あたりの利用料） 

 食  費 居住費(多床室) 居住費(個室) 高額介護サービス費限度額 

第１段階 ３００円 ０円 ５５0 円 15,000 円/月(個人) 

第 2段階 ３９０円 ４３０円 ５５０円 
15,000 円/月(個人) 

24,600 円/月(世帯) 

第 3段階① ６５０円 ４３０円 １，０００円 24,600 円/月(世帯) 

第 3段階② １，３６０円 ４３０円 １，０００円 24,600 円/月(世帯) 

第 4段階 １，４４５円 ４３７円 １，０００円 44,400 円/月(世帯) 

 
(注意) 
第４段階の方で介護サービス利用者と同一世帯に、一定年収入以上の高所得者である 65歳以上の方が
いる場合は、高額介護サービス費の負担限度額は別に設定されております。詳しくは市町村窓口でご
確認ください。 

  
※１ｶ月に支払った介護保険サービスの利用者負担の合計が高額介護サービス費限度額を超えた場合

「高額介護サービス費｣として、後日還付されます。 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                              


